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広島市⺠の⽣存権を守るために伊⽅原発再稼働に反対する 1 万⼈委員会
◆⽇時：2015 年 10 ⽉ 15 ⽇（⼟曜⽇）15:00 〜 16:00 ◆場所：広島平和公園 元安橋東詰出発
◆主催：広島市⺠の⽣存権を守るために伊⽅原発再稼働に反対する 1 万⼈委員会（連絡先 1man_office@hiroshima-net.org)

http://hiroshima-net.org/yui/1man/第 72 回伊⽅原発再稼働を⽌めよう！
いかた げんぱつ

◆企画：原⽥⼆三⼦・重広⿇緒・哲野イサク・網野沙羅 
◆調査：原⽥⼆三⼦・哲野イサク ◆⽂責：哲野イサク 
◆チラシ編集・作成：網野沙羅

「安倍政権 騙しの再稼働戦略」
 に沿って進む伊⽅原発再稼働
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このチラシで皆さんに訴えたいこと

写真撮影：網野沙羅（2015.8.18）

ー⾦⾷い⾍の伊⽅原発が四国電⼒の経営を圧迫－

 広島市からもっとも近い原発、しかも瀬⼾内海を挟んでさえぎるもの
とてない四国電⼒の伊⽅原発の存在が、広島市⺠の私たちにとって最⼤
の⽣活上のリスクであることは、これまで繰り返し皆さんに訴えてきま
した。（右マップ参照のこと）その伊⽅原発は再稼働に向けて着々と準備中
です。しかしその準備の仕⽅がいかにも不明朗で、騙しとあからさまな
誘導に基づいて⾏われています。その騙しの⼿法は驚くほど九州電⼒川
内原発再稼働で使われた⼿⼝と似ており、これは安倍政権による「騙し
の再稼働戦略」に沿ったものだと結論せざるを得ません。
 このチラシでは、「安倍政権：騙しの再稼働戦略」を説明しながら、
その「伊⽅原発版」をみていきます。さらにその騙しは結局マスコミ報
道（これには NHK や朝⽇新聞、毎⽇新聞などを含みます）によって国⺠に伝達
され、知らぬ間に「原発再稼働」に向けて誘導されていることを⼤きな
特徴とします。しかも、朝⽇新聞やその他新聞各紙の社説や論説欄など
では、⼀⾒原発再稼働に反対あるいは消極的、住⺠サイドに⽴っている
かのようなポーズを取りながら､実は安倍政権が推し進める「騙しの再
稼働戦略」を事実上推進させる中⾝の“報道”を⾏っている点が悪質です。

 また、苛酷事故を覚悟して、あるいは⻑年住み慣れた⼟地から避難す
ることを覚悟してまで、伊⽅原発を再稼働させる合理的な理由がいった
いどこにあるのか、という肝⼼要のポイントもこのチラシではみていき
ます。というのは四国電⼒管内では夏のもっとも電⼒使⽤量の⼤きかっ
たピーク時間帯でも５００万ｋW 程度に過ぎず、それに対して四国全
体では伊⽅原発発電量２０２万ｋW を除いてみても、約８５０万ｋW
以上もあるからです。これには太陽光発電による発電量は含みません。
元々市場の⼩さい四国は電⼒供給過剰地域なのです。また、伊⽅原発の
存在そのものが四国電⼒の経営にとって重荷であり、伊⽅原発がなけれ
ば、四電はもっと楽な経営ができているだろうこともこのチラシでみて
いきます。いったい誰のための何のための伊⽅原発再稼働なのか･･･。



2

朝⽇新聞社説にみる｢騙しの再稼働戦略｣の刷り込みぶり

図１

 「安倍政権・騙しの再稼働戦略」をみる前に、⼀⾒反対のポー
ズをとりながら、戦略に全⾯協⼒するマスコミのあり⽅を
2015 年 10 ⽉ 15 ⽇付けの朝⽇新聞社説からみておきましょ
う。その協⼒の第⼀段階は「読者に正確な情報を提供せず、
常に騙しの再稼働戦略に有利なバイアス」をかけた情報を提
供するところから始まります。
 「原発再稼働」という⾔葉は、いったん停⽌していた原発が、
原⼦⼒規制委員会の新規制基準に適合しかつ現在の原⼦⼒規
制法体系に適合した形で、通常営業運転を再開するという意
味で私たちはこれまで使ってきましたし、これからもそう使
うでしょう。つまり「再稼働」＝「通常営業運転再開」です。
 朝⽇の社説は「（川内原発）２号機がきょう再稼働する」と
冒頭に書いています。しかしこの「再稼働」は、「再稼働」＝「通
常営業運転再開」ではありません。川内原発２号機はまだ規
制基準適合性審査を終了･合格していません。終了・合格しな
い前に営業運転再開すれば、これは当然「原⼦炉等規制法違
反」になります。実際九州電⼒広報部も「再稼働は合格後に
しなければならない」（2015 年 10 ⽉ 15 ⽇電話取材）といいます。

 それでは朝⽇の社説がいう｢再稼働｣はいったいどういう意
味なのでしょうか？それは「使⽤前検査」に伴う「原⼦炉起動」
のことなのです。ここでの「再稼働」という⾔葉はバイアス

がかかった情報なのです。次に朝⽇社説は「こうした形での
再稼働は進めるべきではない」と書いています。この場合の「再
稼働」は、「通常運転再開」という意味です。「使⽤前検査に
伴う原⼦炉起動」ならば、規制委員会の規制基準適合性審査
の最終段階である使⽤前検査のプロセスに則った原⼦炉起動
であり、法令上瑕疵のない、従って地元同意も避難計画も関
係のない措置です。従って２番⽬の「再稼働」は「原⼦炉起動」
のことではありえません。こうして朝⽇社説は短い⽂章の中
に、意味の異なる「再稼働」を⽴て続けに使い、読者の頭を
混乱させ、現状を正しく理解することを妨げます。

 次に社説は「災害が起きれば･･･住⺠の避難訓練さえしてい
ない」と⼀⾒再稼働反対のポーズをとって⾒せます。ところ
が、現実に発⽣するのは「放射能災害」であり、「⾃然災害」
ではありません。原⼦⼒災害対策特別措置法は、「（⽬的） 第
⼀条  この法律は、原⼦⼒災害の特殊性にかんがみ」という
⾔葉で始まります。原⼦⼒災害（放射能災害）は、放射能から
逃れる、という特殊な災害でこの点で⾃然災害と区別されま
す。ところが⽇本政府や安倍⾃公連⽴政権は意図的にこの両
者の違いを混同させます。放射能災害だとわかれば、この災
害に対する反発が強くなり再稼働に不利に働くからです。朝
⽇の社説も「災害が起きれば･･･」とことさらに両者を混同さ

せています。放射能災害に訓練などは意味
を持たないと喝破したのは「福井地裁⾼浜
原発運転差⽌仮処分命令」の理由書ですが、
この社説は「避難訓練さえしていない」と
放射能災害に対する避難訓練になにか意味
があるように書いています。
 さらに社説は「再稼働のお墨付きは･･･規
制委の安全審査によっている」と書いてい
ます。事実関係として規制委は再稼働判断
に全く関係しません。次に規制委が⾏って
いるのは「規制基準適合性審査」であって「安
全審査」ではありません。原発の安全性に
関して審査しているのではなく、規制基準
に適合しているかどうかを審査していま
す。⽥中俊⼀規制委委員⻑が「適合してい
るからといって当該原発が安全だとは申し
上げられない」という通りです。ところが
安倍政権は、「規制委の審査に合格した原発
は安全」であるという「誤解」を国⺠にもっ
てもらわなければ困ります。安全を保証し
たものでないことがわかると、原発再稼働
に不利に働くからです。「規制委の審査に合
格した原発は安全」という誤解を国⺠に刷
り込むのにもっとも適した⾔葉が「安全審
査」です。この社説も安倍政権の⽅針に忠
実に従って、規制委⾃⾝が明確に否定した
⾔葉、「安全審査」という⾔葉をつかい続け
るのです。他にも指摘すべき部分は多々あ
りますが、この朝⽇新聞は、⼀⾒反対ポー
ズをとりつつ、その実、安倍⾃公政権の「騙
しの再稼働戦略」に忠実な社説を掲載して
います。※⾚線は当⽅による強調
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安倍政権 騙しの再稼働戦略
騙しのシナリオフローチャート

表１-1

規制基準を“安全基準”、規制基準適合性審査を“安
全審査” と⾔い換え、マスコミを使って⼤宣伝。
規制基準に適合すれば “安全” であるかのように
思い込ませる

「…また、国は、個別プラントの設置変更許可が出て、基本的な安全性が確認された段階から、理解を
得ていく範囲や住⺠への説明をどのようにするかも含め、各地域と協議しながら、具体的な対応を考
えていくとされていますので、県としては、国から協議があったときに、国の再稼働に関する考え⽅
をしっかりと確認した上で、他県の事例も参考にしながら、県としての考え⽅を整理していきたいと
考えています。…」

⼭⼝祥義佐賀県知事の発⾔から⽰唆される「国主導による再稼働シナリオ」の存在

【参照資料】佐賀県の web サイト「⽞海原発避難計画と再稼働に関する質問・要請」への⼭⼝祥義佐賀県知事からの回答（2015 年 4 ⽉ 9 ⽇）より「（４）再稼働に対
する地元同意について」の回答抜粋＜https://www.pref.saga.lg.jp/web/var/rev0/0178/9765/shimindantaikaitou150225.pdf＞
⽞海原発プルサーマルと全基をみんなで⽌める裁判の会＜http://saga-genkai.jimdo.com/＞

※⾚字は当⽅による強調

規制基準適合の 4 要件、①原⼦炉設置変更許可、②
⼯事計画変更認可、③保安規定変更認可、④使⽤前
検査合格のうち、①原⼦炉設置変更許可が出た時
点で “事実上の合格” とマスコミを使って⼤宣伝

“規制基準に適合している” として、地元で説明
会を開催、説明会を終了したとして地元同意準備
は済んだと宣⾔をする 

30km 圏⾃治体同意は法的要件ではないとマス
コミを使って宣伝。30km 圏⾃治体の法的同意
権を事実上無効にする

最⼤の問題は、苛酷事故時の 30km 圏⾃治
体避難義務。原⼦⼒災害対策指針によって、
30km 圏⾃治体には放出放射能からの避難が
法的義務になっている。
この法的義務に 30km 圏⾃治体が同意する
ことが再稼働の法的要件

＜九州電⼒ 川内原発地元説明会＞
2014 年 10 ⽉ 9 ⽇は薩摩川内市で説明会
2014 年 10 ⽉ 10 ⽇⽇置市で説明会
2014 年 10 ⽉ 14 ⽇阿久根市で説明会
2014 年 10 ⽉ 15 ⽇さつま町で説明会
2014 年 10 ⽉ 20 ⽇いちき串⽊野市で説
明会
説明会終了。結局 30km 圏９⾃治体のう
ち５⾃治体でしか説明会は開催されなかっ
た。
＜四国電⼒ 伊⽅原発地元説明会＞
2015 年 8 ⽉ 5 ⽇・6 ⽇は伊⽅町で開催
2015 年 8 ⽉ 19 ⽇⻄予市・宇和島市で開
催
2015 年 8 ⽉ 20 ⽇⼤洲市・伊予市・内⼦
町で開催。
結局⼋幡浜市では開催しなかった

法的には全く無関係な電⼒会社と⾃治体と
の間の原⼦⼒安全協定を持ち出して、直接
⽴地県と直接⽴地⾃治体のみに限定するこ
とをマスコミを使って正当化

何故説明会が必要なのか。
30km 圏⾃治体の同意が法的要件だから
同意のための⼿続きとして説明会が必要に
なる。
本来説明会は規制基準適合性審査合格後に
開催されるべきだが、それを待っていたの
では再稼働が遅れる（川内 1 号の例では
2015 年 9 ⽉ 10 ⽇最終合格）そのため、
原⼦炉設置変更許可が出た時点で “合格”
ということにした。

30km 圏⾃治体同意が法的要件ではない
なら、地元説明会は必要ない

“30km 圏⾃治体同意が法的要件” の “同
意” とは直接的には “再稼働に同意” を
意味しない。直接的には原発苛酷事故時に
避難することを意味する。すなわち⾃治体
同意とは、苛酷事故時に「避難に同意」の
意味。もちろん再稼働に同意しないことは
避難に同意しないことと同義になる

“地元の範囲” を 3.11 前同様、直接⽴地⾃治体
と直接⽴地県に限定。再稼働同意表明をさせる 
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表１-2

“30km 圏⾃治体同意” の証が苛酷事故
時の避難計画の提出。避難計画に実効性が
ない、という主張は、“避難に同意しない”
と同義になり、安倍⾃公政権にとって、こ
れへの対策が緊急課題となる。
というのは、避難に同意しない、となると
法的要件を満たさなくなるからである

内閣原⼦⼒防災会議を設置し、
ここで「当該避難計画は具体的
かつ合理的である」とし、“了
承” するとしておすみつきを与
える

30km 圏地元⾃治体には「避
難計画に完全はない」と宣伝。
避難計画の “実効性” 問題を、
避難計画の “完全性” 問題にす
り替えて避難計画に対する不満
や批判を⾃治体に抑え込ませる

対策１

対策２

以上の観点、すなわち「原⼦⼒規制委の規
制基準を合格した原発は安全である」
「30km ⾃治体同意は再稼働の法的要件
ではない」「原発苛酷事故時の避難計画に
は完全はないから、時間をかけてより完全
に近づけなければならない」などの宣伝を
マスコミを通じて繰り返し⽇本社会にすり
込み、原発再稼働の地ならしを⾏う

苛酷事故時、避難は規制委の規制基準を
⽀える “5 層の深層防護” 体系の第 5 層
の重要防護⼿段であるにも関わらず、避
難計画の実効性については審査のしくみ
がない。
規制委も審査しないし、国の⾏政機関の
どこにも審査が義務づけられていない。
それどころか、避難計画実効性に関する
審査基準すら存在しない。したがって避
難計画の実効性については各⾃治体の判
断によることになる

原⼦⼒防災会議には、法的にも避難計画
の実効性を審査するしくみはないし、実
質的にも審査能⼒を持っていない。
事務局スタッフは内閣府の原⼦⼒防災担
当が兼任している。つまり、原⼦⼒防災
会議の “了承” は空⼿形

バリエーションとしては、「パーフェク
トな避難計画はない」「避難計画は避難
訓練を重ねながらより完全なものに近づ
ける」「避難計画は時間をかけてより完
全なものにする」などがある。
いずれも避難計画の実効性から⽬をそら
せる⾔い⽅。⼀度経験すれば、⼆度⽬は
ない原⼦⼒災害（放射能災害）と地震・
津波・⼟砂災害などの⾃然災害を意図的
に混同させる⾔い⽅でもある。
どういう形で起こるかわからない放射能
災害に避難訓練などは全く有効性を持た
ない

バリエーションの⼀つは、原⼦⼒災害
地域防災協議会（内閣に置かれた原⼦
⼒防災会議メンバーと原発災害広域⾃
治体関係者とで作る広域地域協議会。
現在 13 協議会ある）が当該地域原発
苛酷事故時の広域防災計画を⾒直し
た、とか具体的かつ合理的と認めた、
などとする決定。
これもマスコミが報道という形ですり
込んでいるが、実効性審査の実体を持
たないし、したがって決して実効性あ
りとは明⾔しない。実効性は基準に基
づく審査ではじめて検証されるものだ
からである

7

8

9

10

次⾴へ

次⾴へ
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災害対策基本法

※⾚線は当⽅による強調
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表１-3 ＜前⾴より続き＞

原発地元に対する騙しとして、「原発事故が
起これば国が責任を持つ」と発⾔。
原発事故が起これば国が収拾・補償などの全
責任を負うかのような錯覚効果がある。
実際には法令上、国は災害に対して、指導、
⽀援、援助する⽴場にあり、住⺠の⽣命、健
康、⾝体、財産、および避難や補償に関して
は第⼀義的責任を負わないことになっている

原⼦⼒規制委員会の適合性審査の最終段階で
ある「使⽤前検査」のそのまた最終段階であ
る「起動後検査」に伴う原⼦炉起動を “再
稼働” と宣伝。
⼀挙に違法な再稼働へ向けて強⾏突破の最終
準備を整える。
結局 “30km 圏⾃治体同意” が再稼働の法
的要件であることからは、完全に⽬を塞ぐこ
とになる。違法な再稼働を既成事実化する構
え

例えば愛媛県の中村時広知事は、原⼦⼒
防災会議に出席して安倍⾸相から苛酷事
故時は国が責任を負うとの発⾔を得た、
としているし、⿅児島県の伊藤祐⼀郎知
事は、当時の経済産業省⼤⾂から苛酷事
故時には国が責任を持つとの確約を⽂書
で得たとしているほか、再稼働に賛成す
る⾃治体の⾸⻑及び地⽅議会は「苛酷事
故時は国が責任を持つ」との点を同意理
由に挙げている。法令上は国は第⼀義的
責任を負わない

国が責任を持つというのなら、まず法令
上、そのように変更すべきである

福島原発事故では法令通り国は避難指⽰
は出したが、住⺠の避難に全責任を負っ
たのは各⾃治体。
また補償責任は東電が負い、国が負って
いない、これも法令通り。
騙しの⼿⼝とすれば⼀番悪質

検査のための原⼦炉起動を再稼働とする
ことは規制基準適合前に再稼働が⾏われ
ることになり、事情を知らぬ⼀般国⺠に
諦め効果を与えるほか、規制基準適合後
の通常営業運転再開、すなわち本物の再
稼働から社会の注⽬を逸らせる効果を持
つ

さらに、規制基準適合性審
査全体のある 1 点（検査
のための原⼦炉起動）を再
稼働とすることによって、
これまで積み上げてきた再
稼働という⾔葉を使っての
様々な議論を⼀挙に無意味
にする効果を持つ。
例えば、再稼働のための法
的要件とは何かなどの議論
は意味を持たなくなる。
再稼働に関する議論を「通
常営業運転再開」などとい
う⾔葉に⾔い換えて、議論
しなければならなくなる

11

12

第三条第 1 項
（国の責務）
 国は、前条の基本理念（以下「基

本理念」という。）にのつとり、国
⼟並びに国⺠の⽣命、⾝体及び財
産を災害から保護する使命を有す
ることに鑑み、組織及び機能の全
てを挙げて防災に関し万全の措置
を講ずる責務を有する。

前
⾴
か
ら

前
⾴
か
ら
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図 3

図 2

伊⽅原発３号機は規制委適合性審査に
まだ合格していない―再稼働判断でき
る時期ではない
 ３⾴「安倍政権の騙しの再稼働戦略フローチャート」のパネル②をみてくだ
さい。「規制基準適合性審査の４要件、①原⼦炉設置変更許可、②⼯事計画変更認
可、③保安規定変更認可、④使⽤前検査合格、のうち①原⼦炉設置変更許可が出
た時点で “事実上の合格” とマスコミを使って⼤宣伝」とあります。そしてパ
ネルの③「規制基準に適合しているとして、地元説明会を開催、説明会を終了し
ているとして地元同意準備は済んだと宣⾔をする」と続きます。
 パネルは川内原発再稼働を巡る動きを⼀般化したものですが、このパネルを
地で⾏く動きが “伊⽅現地” で進⾏中です。
 
 ６⾴図２は「伊⽅原発再稼働に愛媛県議会が同意した」ことを伝える毎⽇新
聞の記事ですが、この毎⽇新聞の記事も朝⽇新聞同様「安倍政権騙しの再稼働
戦略」を忠実にフォローした記事です。
 最重要の事実関係は、２０１５年１０⽉９⽇の時点で、伊⽅原発３号機は､規
制委員会の適合性審査に合格していないということです。それどころか、次に
重要な認可案件「⼯事計画変更認可」の補正申請をつい９⽉２８⽇に規制委に
提出したばかりで、認可のメドすら⽴っていません。保安規定変更認可に関し
ては、規制委のWeb サイトを閲覧する限り申請すらしていません。つまり規制
基準適合性審査終了・合格がいつになるのか皆⽬⾒当もつかない状況です。
 愛媛県議会や伊⽅町議会、あるいは中村県知事が同意するもしないもまだ「合
格」の実態がないのです。合格の実態がないのにどうやって「再稼働に同意」
するのか？
 「合格」したことにすればいいのです。こうして①原⼦炉設置変更許可が出た
時点で「審査合格」とすることになりました。冷静に考えれば、規制基準適合
性審査合格ではないことは明らかなのですが、マスコミが⼀⻫に書き⽴てると
「合格」になったと錯覚するから恐ろしい話です。マスコミを握って報道させれ
ば⼈々に信じ込ませ何でもできてしまう、という
ことになります。こうして「架空の審査合格」に
基づいて、愛媛県議会や伊⽅町議会が「幻の同意
宣⾔」をする、そして図 2 にみられるように、マ
スコミがこれを追認して、架空の既成事実をでっ
ち上げる、という仕掛けになっています。

 毎⽇や朝⽇が、読売や産経に⽐べて⼿が込んで
いるのは、⼀⾒反原発ポーズを取る点です。図３
は図２の関連記事ですが、伊⽅再稼働を決議した
１０⽉9⽇の県議会で、住⺠から怒りの声が上がっ
たとする記事です。反・脱原発市⺠
グループの声を伝えながら、「伊⽅原
発３号機を巡る動き」という表では
「２０１５年７⽉１５⽇」の項では「規
制委の安全審査合格」としっかり書
いています。前述のように規制委に
は「安全審査」はありませんし、ま
してや「合格」などという事実はまっ
たくありません。反原発ポーズを取
りながら「騙しの再稼働戦略」をしっ
かり刷り込んでいます。さらにここ
では、「同意」の範囲を３０ km 圏⾃
治体ではなく、「３．１１前」同様、
愛媛県と伊⽅町だけでよし、として
います。

※⾚線は当⽅による強調

※⾚線は当⽅による強調
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法令は国が第⼀義的責任を負うことになっていないし、
避難計画の実効性を審査する⾏政機関は存在しない

図 4 ここで⽇本の原⼦⼒規制法体系の
中で、「住⺠の⽣命、⾝体及び財産の
保護に第⼀義的責任を負うのは市町
村」という決まりとなっていること
を確認しておきましょう。
 法令では国は、「指導・援助する」
ことになっています。
 （原⼦⼒災害特別対策措置法は、「国に対し
ては原⼦⼒災害事後対策の実施が円滑に⾏わ
れるように･･･必要な措置を講ずる」ことを
義務づける＜国の責務；第 4 条＞⼀⽅で、
当該地⽅公共団体に対しては「勧告し、助⾔
し、その他適切な措置をとる」＜国の責務；
第 4 条の 2＞⽴場、あくまで助⾔者、⽀援
者でしかありません）

 そうした⽂脈の中で、７⾴図４の毎⽇新聞の記
事を読んでみると何が⾒えてくるでしょうか？こ
の記事は、愛媛県議会が「伊⽅原発再稼働同意」
の決議を⾏う直前、県議会特別委員会で同意決議
が⾏われたことを伝えるものです。
 記事では、中村時広愛媛県知事が、伊⽅原発が
苛酷事故を起こした時に、国が最終責任（この内
容は極めて曖昧で受け⽌め⼿によっていかようにも解釈で
きます）を取ることが再稼働判断の重要な条件と
していたが、その⾔質が取れた、と伝え「最も⾼
いハードルをクリアした」と書いています。
 後でも⾒ますが、この時の安倍⾸相の発⾔は原
⼦⼒災害特別対策措置法の＜国の責務＞をほぼ復
唱したものに過ぎず、何か特別な意味があるもの
ではありません。特別な意味、すなわち、安倍⾸
相が「苛酷事故が発⽣したら何もかも国が⾯倒を⾒る」と誤
解させるような発⾔をし、それと承知で中村知事は「⾸相か
ら⾔質を得た」と愛媛県⺠に伝えて安⼼させ、マスコミがそ
れと承知で｢最も⾼いハードルをクリア｣した、“報道” し、
再稼働への障害、すなわち地元住⺠の不安を取り除く、とこ
ういう仕掛けになっています。

 5 ⾴パネル⑪では「原発事故が起これば国が責任をもつ」
の騙し、としている箇所です。「原発事故が起これば国が責
任をもつ」というのなら、まず法令の＜国の責務＞をそのよ
うに書き直さなくてはなりません。現実には＜国の責務＞は

「指導・⽀援」以上のものではありません。
 またこの記事では中村知事が、四国電⼒に対して伊⽅原発
が「１０００ガルの揺れにも主要設備が耐えられることを要
求」したと書いています。これなども⼀般市⺠の知識不⾜に
つけ込んだ悪質な “騙し” でもあります。伊⽅原発の基準地
震動は現在６５０ガルに設定してあります。それでは原⼦炉
建屋など主要設備が６５０ガル超の地震動に耐えられないの
かというそうではありません。基準地震動に対していわば安
全係数（耐震裕度）を掛けて、実際に主要設備が破壊される地
震動を設定しています。これを「クリフエッジ」（崖っぷち）

と呼んでいます。理論上「クリッフエッジ」までは主要設備
は耐えられることになっています。（実際にそうかどうかは福島
第⼀原発事故の解析結果が確定していないのでわかりません）すなわ
ち「基準地震動 × 耐震裕度＝クリフエッジ」という関係です。
それでは基準地震動６５０ガルの伊⽅原発のクリフエッジは
いくらかというと、すでに１０００ガルなのです。
 中村知事は基準地震動とクリフエッジという異なる概念を
使いながらすでに達成している地震動を、四国電⼒に「要求」
するという騙しを演じて⾒せているのです。四国電⼒は「は
は、殿の仰せの通り、１０００ガルまでは壊れないようにい
たしました」と回答することでしょう。（ただしクリフエッジに
⾒合った耐震⼯事がなされているかどうかはまた別問題です。電⼒会社
がクリフエッジに⾒合った耐震⼯事を⾏っていないことは、２０１４年
１１⽉に出された⼤津地裁の関⻄電⼒⼤飯原発運転差⽌裁判の過程で明
らかになりました）

 さらにこの毎⽇新聞の記事では「避難計画を政府が了承」
と伝えています。安倍⾸相が議⻑をつとめる原⼦⼒防災会議
が、伊⽅原発周辺住⺠の避難計画が｢具体的かつ合理的だ｣と
して了承した、とする箇所です。実はこれも安倍⾃公政権の

「騙しの⼿⼝」なのですが、中⾝は後で詳しく触れることに
して、ここではマスコミが “騙し” を世の中に広める役割を
演じていることを指摘しておきます。

※⾚線は当⽅による強調
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四電伊⽅原発、
適合性審査の流れ

表3 九州電⼒川内1号・２号 四国電⼒伊⽅3号
規制基準適合への時系列表

時系列
2013 年 7⽉ 8⽇

2013 年 12⽉ 18⽇
2014 年 4⽉ 30⽇
2014 年 6⽉ 24⽇
2014 年 8⽉ 10⽇

2014 年 9⽉ 4⽇
2014 年 9⽉ 30⽇
2014 年 10⽉ 4⽇
2014 年 10⽉ 8⽇
2014 年 10⽉ 9⽇

2014 年 10⽉ 10⽇
2014 年 10⽉ 14⽇
2014 年 10⽉ 15⽇
2014 年 10⽉ 20⽇

2014 年 10⽉ 24⽇
2014 年 10⽉ 28⽇

2014 年 11⽉ 7⽇

2015 年 2⽉ 27⽇
2015 年 3⽉ 10⽇
2015 年 3⽉ 16⽇
2015 年 3⽉ 18⽇

2015 年 3⽉ 18⽇
2015 年 3⽉ 30⽇
2015 年 4⽉ 14⽇
2015 年 4⽉ 28⽇
2015 年 4⽉ 30⽇
2015 年 5⽉ 11⽇
2015 年 5⽉ 22⽇
2015 年 5⽉ 25⽇
2015 年 5⽉ 27⽇
2015 年 5⽉ 28⽇
2015 年 6⽉ 30⽇
2015 年 7⽉ 3⽇
2015 年 7⽉ 7⽇
2015 年 7⽉ 15⽇
2015 年 7⽉ 30⽇
2015 年 8⽉ 5⽇

2015 年 8⽉ 5⽇

2015 年 8⽉ 11⽇

2015 年 8⽉ 19⽇
2015 年 8⽉ 20⽇
2015 年 8⽉ 28⽇
2015 年 9⽉ 10⽇
2015 年 9⽉ 10⽇

2015 年 9⽉ 28⽇
2015 年 10⽉ 6⽇
2015 年 10⽉ 9⽇

出来事・特記事項
原⼦⼒規制委員会新規制基準施⾏
九州電⼒、川内原発１・２号の、原⼦炉設置変更許可、⼯事計画変更
認可、保安規定変更認可を⼀括申請
四国電⼒、伊⽅原発3号機の、原⼦炉設置変更許可、⼯事計画変更
認可を申請
川内1・２号の保安規定変更補正申請受理
川内原発１・２号原⼦炉設置変更許可補正申請受理
川内原発１・２号原⼦炉設置変更許可補正申請受理
規制委、川内１・２号の原⼦炉設置変更申請を許可
マスコミが「川内１・２号、規制基準適合」「合格」と⼀⻫に報道、「適
合」「合格」の錯覚が意図的に作り上げられる。また「年内にも再稼働」
と報道し再稼働ムード醸成
川内原発１・２号原⼦炉設置変更許可補正申請受理
川内１号の⼯事計画変更補正申請受理
川内１号の⼯事計画変更補正申請受理
川内1・２号の保安規定変更補正申請受理
川内1・2号は規制基準に合格したとして、⿅児島現地で説明会開始。
10⽉ 9⽇は薩摩川内市で説明会
⽇置市で説明会
阿久根市で説明会
さつま町で説明会
いちき串⽊野市で説明会。説明会終了。結局30km圏９⾃治体のう
ち５⾃治体でしか説明会は開催されなかった
川内2号、⼯事計画変更補正申請（補正箇所１０点）
薩摩川内市臨時議会を開催して川内再稼働同意決議、これを受けて岩
切市⻑が同意表明。
⿅児島県臨時議会を開催して「川内再稼働同意決議」、これを受けて
伊藤⿅児島県知事が同意表明。伊藤知事は同意の範囲を薩摩川内市と
⿅児島県で⼗分と表明。これを受けてマスコミは⼀⻫に「川内原発、
年明けにも再稼働」と⼤々的に報道
川内１号の⼯事計画変更補正申請受理
川内１号の⼯事計画変更補正申請受理
川内１号の⼯事計画変更補正申請受理
規制委、川内１号の⼯事計画変更申請を認可
マスコミが「川内１号、夏までに再稼働か」と⼀⻫に報道。再稼働ムー
ドが醸成される
川内1号の「使⽤前検査」申請受理
川内1号の「使⽤前検査」開始
伊⽅3号原⼦炉設置変更許可補正申請受理（補正13点）
川内 2号、⼯事計画変更補正申請（補正箇所５６点）
川内2号、保安規定変更補正申請
伊⽅3号原⼦炉設置変更許可補正申請受理（補正１点）
規制委、川内2号の⼯事計画変更を認可
川内2号の「使⽤前検査」申請を受理
川内2号の「保安規定変更」を認可 （注１）
川内１号の⼯事計画変更軽微補正申請受理
伊⽅3号原⼦炉設置変更許可補正申請受理（補正１点）
川内1号の「⾼経年化技術評価」を補正申請（申請は13年 12⽉ 8⽇）
伊⽅３号、⼯事計画変更補正申請（補正４点）
規制委、伊⽅３号の原⼦炉設置変更申請を許可
川内1号の「⾼経年化技術評価」を補正申請
規制委、川内1号の「⾼経年化技術評価」を認可し､最終的に１号の
保安規定認可
伊⽅３号は規制基準に合格したとして、説明会開催開始。8⽉ 5⽇・
6⽇は伊⽅町で開催
川内1号、「使⽤前検査」のうち「起動後検査」開始。そのための原
⼦炉起動をマスコミは「再稼働」と⼀⻫に報道。その後の本当の「再
稼働」から世間の⽬をそらせることに成功
伊⽅３号説明会を⻄予市・宇和島市で開催
伊⽅３号説明会を⼤洲市・伊予市・内⼦町で開催
川内2号の起動後検査のための原⼦炉使⽤申請
規制委、川内2号の起動後検査のための原⼦炉使⽤を承認
規制委、川内1号の「使⽤前検査終了」、合格証交付。川内１号、規
制基準適合性審査に最終的に合格・終了。そのまま切れ⽬なしに再稼
働（=営業運転再開）
伊⽅３号、⼯事計画変更補正申請（現在⾮公開）
伊⽅町議会、伊⽅原発再稼働同意決議
愛媛県議会、伊⽅原発再稼働同意決議

注1：川内 2号は 2015年 11⽉ 28⽇に運転開始30年となる。１号同様、保安規定変更に伴う「⾼経
年化技術評価」を受け認可を取得しなくはならない。まだ取得できてない。

 ここで８⾴表３をつかって伊⽅原発３号機の
規制委規制基準適合性審査（以下「適合審査」）の
流れを確認しておきましょう。四電が伊⽅原発
３号の原⼦炉設置変更許可・⼯事計画変更認可
の申請をしたのは、新規制基準が施⾏された当
⽇の２０１３年 7 ⽉８⽇でした。すでに 2 年
３カ⽉が経過しています。その後規制委と四電
は伊⽅の基準地震動の設定を巡ってほぼ１年間
平⾏線をたどって空転します。基準地震動を上
げると耐震⼯事が⼤幅に追加となって、コスト
増となるため四電が頑強に抵抗したためです。
このままでは規制審査が⻑引くと⾒た四電は、
２０１５年４⽉１４⽇、５⽉１１⽇、６⽉３０
⽇と続けて原⼦炉設置変更許可の補正申請を提
出、歩み寄りの姿勢を⾒せました。そして２０
１５年７⽉１５⽇、四電の株主総会が終了した
後になって、やっと規制委の原⼦炉設置変更許
可を取得します。その時四電の社⻑は千葉昭⽒
から現佐伯勇⼈⽒に交替していました。
 この時マスコミは、「伊⽅原発安全審査に合
格」と⼀⻫に報道しましたが（毎⽇新聞などは今
でも「安全審査に合格」と書いています）、事実は「原
⼦炉設置変更許可」を取得したに過ぎません。
それから合格までの道のりが⻑いことは、先⾏
した九電川内１号が、「原⼦炉設置変更許可取
得」（２０１４年８⽉１０⽇）から「合格」（２０１
５年９⽉１０⽇）まで１年１カ⽉もかかっている
ことを⾒れば明らかでしょう。
 ともかく、安倍政権・愛媛県・四国電⼒・マ
スコミは原⼦炉設置変更許可取得を強引に「適
合性審査合格」とみなして、それから先の同意
⼿続きを⾏います。地元同意に必要な説明会（公
聴会すら⾏いません）は、８⽉１９⽇・２０⽇の
2 ⽇間で慌ただしく済ませ、１０⽉６⽇に伊⽅
町議会の「同意決議」、１０⽉９⽇には愛媛県
の「同意決議」へと突っ⾛ります。
 それでは肝⼼の規制適合性審査はどうかとい
うと、２０１５年６⽉３０⽇になってやっと⼯
事計画変更認可の補正申請を提出、補正箇所は
1 点と当初計画から⼩幅な申請です。9 ⽉２８
⽇には２回⽬の⼯事計画変更の補正申請が出た
ところで、⼯事計画変更認可のメドは現在時点
ではまったく⽴っていません。⼯事計画変更認
可が取得できないと、使⽤前検査申請ができま
せんから（当たり前です。検査項⽬が決まらないのに
検査申請はできません）、使⽤前検査の⽇程はまっ
たくメドが⽴っていない、従って規制基準適合
性審査終了・合格のメドは全くたっていないの
が現状です。現在⾏われている「伊⽅原発再稼
働同意判断」が全く “騙し” であることは明⽩
です。“同意” の実体はまだ存在していないの
ですから。



法令違反になるが権利

 こうして避難を義務づけられた３０ｋｍ圏⾃治体は、「避
難します」という “同意” の証に避難計画を提出し、これで
原⼦⼒規制法体系は何らの⽭盾もなく論理的に完結します。
 この場合「避難計画」の実効性を審査する国の⾏政機関も
ましてや実効性審査基準も存在しません。従って現⾏原⼦⼒
法体系は、避難計画に実効性があるかないかは、全く問題に
していない、ということがわかります。
 現⾏原⼦⼒規制法体系が問題にしているのは「避難計画」
そのものの存在です。それは結局３０ km 圏⾃治体が「避難
します」という同意の「証拠」となるからです。同意の証拠
がなければ、現⾏原⼦⼒規制法体系では「再稼働」できませ
ん。ですから内閣に設置された原⼦⼒防災会議の主要な仕事
は、３０km圏⾃治体に避難計画を作らせることになります。
いわば｢証拠｣集めです。避難計画策定マニュアルまで作って
各県や⾃治体に配布するなどということも⾏っています。

 「３０km圏⾃治体同意は法的要件」なのです。
 この場合、３０km 圏⾃治体が “同意” するのは、直接的
には「再稼働」なのではありません。直接的には「苛酷事故
時に⼈為的に⾏う放射能放出に対して避難すること」です。

 それでは、３０ｋｍ圏⾃治体が「現在の避難計画には実効
性がない」あるいは「実効性がある避難計画ができるまで原
発再稼働は待て」と⾔い出したら何が起こるでしょうか？（現
実に、川内原発３０km 圏９⾃治体のうち、３⾃治体が現在の避難計画
には実効性がない。実効性のある避難計画ができるまで川内原発再稼働

はすべきではない、という趣旨の
決議を市議会レベルで⾏っていま
す）

 この場合、いったん同意
したかに⾒えた「避難」に
重要な疑義を差し挟んだこ
とになり、事実上「避難」
に対する不同意宣⾔とみな
すことができます。前述の
ように、法令で避難が義務
づけられている３０km 圏⾃
治体の中で、「避難に対する
不同意」が出れば、苛酷事
故時のベントができないこ
とになり、ベントができな
いとあらかじめわかってい
れば再稼働できませんか
ら、「避難」することにあら
かじめ同意してもらわなけ
れば困るのです。こうして
安倍⾃公政権にとって、「住
⺠避難問題」は、再稼働へ
の障害として⼤問題とな
り、次の対策に追われるこ
とになります。それが４⾴
パネル⑧の「対策１」やパ
ネル⑨の「対策２」なので
す。
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こうして避難を義務づけられた３０ｋｍ圏⾃治体は 「避

３０km圏⾃治体同意が再稼働の法的要件―⾃治体は何に同意するのか？

※原⼦炉等規制法に違反
「その他、法の⽬的に違反したとき」に合致
 本来なら原⼦炉等設置許可取り消し

表 4 5層の深層防護と苛酷事故時ベントの関係

第1層

第 2層

第 3層

第 4層

第 5層

そもそも異常を⽣じさせないための対策

原発運転中に異常が起きても事故に発展させ
ない対策

事故が起きても炉⼼損傷に発展させない対策

シビアアクシデントが起きても、炉⼼損傷や
格納容器破損・破壊に発展させない対策
具体的には意図的放射能放出など＝ベント

意図的放射能放出による住⺠の⽣命、健康、
⾝体を損なわない対策
住⺠の避難 ＝同意が必要

第１層〜第5層が全て失敗した場合、
これが破局的事態となる
現⾏原⼦⼒法体系では第5層までは
起こりうる、と想定しているが、
破局的事態は事実上想定していない

住⺠が避難に同意することの証が“避難計画”の存在

「避難計画に実効性がない」
「避難計画は存在しない」と同義

住⺠避難の同意の証が消滅する
⼿当て
「避難計画にパーフェクトはない」
「原⼦⼒防災会議が確認・了承した」
「30km圏は法的要件ではない」

規
制
基
準
の
範
囲

法的な話ではないこ
とを持ち出して、法
的理解を妨げ、混乱
させている

ベントが法的に不可能と
なれば５層の深層防護
が崩れる

規制基準適合に法的根拠
がなくなる

（原⼦⼒規制法体系の⽬的）
国⺠の⽣命、健康、
⾝体を保護すること
を⽬的としている

逃げる義務を負わされている

「逃げる義務を果たしません」

ベントを実⾏する前提条件が整っ
ていないので再稼働したら
原⼦⼒事業者が法令違反

法令違反

みんなが法的要件を知らないので
違法な再稼働が実現している

世論次第

 ３⾴表１－１のパネル番号 6 番で「苛酷事故時の３０km
圏⾃治体避難義務。原⼦⼒災害対策指針によって法的義務と
なっている。この法的義務に 30km 圏⾃治体が同意するこ
とが再稼働の法的要件」とあります。つまり「３０ km 圏⾃
治体同意が法的要件」というわけです。

 実は「安倍政権、騙しの再稼働戦略」の中でも⼀番わかり
にくく、地元同意取り付けの中でももっとも誤魔化しやすい
箇所であり、伊藤⿅児島県知事などはこの箇所をうまく使っ
て結局⾃治体同意は、⿅児島県と薩摩川内市のみでよしとし
地元同意を取り付けたことにしてしまいました。また９⽉１
０⽇の九電１号機再稼働も、３０ｋｍ圏⾃治体同意取り付け
が曖昧なまま、違法な再稼働をしてしまいました。
 “３０ km 圏⾃治体同意が法的要件” ⼀⾒わかりにくいと
⾒えるのですが、実は⾒かけほどわかりにくい話でもありま
せん。
 原⼦⼒規制法体系は、「概ね３０km圏⾃治体」に対して、「原
発苛酷事故の際、ベントで放射能放出をします」「その時は
避難してください」とまずこう⾔います。次に「避難してく
れないと、住⺠の⽣命、健康、⾝体、財産を守るべしとする
法令違反になります」といいます。また「避難に同意してく
れないとベントができません。ベントができないでは、せっ
かく規制基準に適合しても、第５層の防護⼿段があらかじめ
使えないことになり、再稼働できません」となります。
 つまり３０ km 圏⾃治体があらかじめ「避難」に同意して
くれることが再稼働の法的要件となるわけです。（表４参照）
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原⼦⼒防災会議、“お墨付き”の「騙し」

「本⽇、伊⽅地域の避難計画を含めた緊急時対応について、具体的か
つ合理的なものとなっているとの報告を受け、関係⾃治体、関係省
庁が参加した地域原⼦⼒防災協議会で確認したことを受けて、これ
を了承しました。
 また、１１⽉には伊⽅原発を対象にして原⼦⼒総合防災訓練を実
施します。伊⽅地域の緊急時対応の実効性を検証するとともに、訓
練結果から教訓事項を抽出し、緊急時対応の改善や充実に取り組ん
でいただきたいと思います。
 原発については何よりも安全性を最優先させます。原⼦⼒規制委
員会が、科学的・技術的に審査し、世界で最も厳しいレベルの新規
制基準に適合すると認めた原発について、その判断を尊重し、地元
の理解を得ながら再稼働を進めるというのが、政府の⼀貫した⽅針
であります。このような政策を推進する責任は政府にあります。そ
の上で、万が⼀、原⼦⼒発電所の事故が起きてしまい、災害になっ
てしまうような事態が⽣じた場合、国⺠の⽣命、⾝体や財産を守る
ことは政府の重⼤な責務であり、責任をもって対処してまいります。
⾃治体を最⼤限⽀援し、全⼒を尽くすことはもちろんであります。
…本⽇御出席の中村愛媛県知事並びに関係⾃治体におかれては、こ
のような国の⽅針に御理解をいただき、何とぞ御協⼒をお願いした
いと思います。

2015 年 10 ⽉ 6 ⽇ 原⼦⼒防災会議
での安倍⾸相の発⾔

表 5

【参照資料】2015 年 10 ⽉ 6 ⽇ 原⼦⼒防災会議
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201510/06gensai.html

「政府が責任を持って対処
 する」の「騙し」

表 6

第三条第 1 項
（国の責務）
 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのつとり、

国⼟並びに国⺠の⽣命、⾝体及び財産を災害から保護する使命を
有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全
の措置を講ずる責務を有する。

第四条第⼀項
（都道府県の責務）
 都道府県は、基本理念にのつとり、当該都道府県の地域並びに当

該都道府県の住⺠の⽣命、⾝体及び財産を災害から保護するため、
関係機関及び他の地⽅公共団体の協⼒を得て、当該都道府県の地
域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実
施するとともに、その区域内の市町村及び指定地⽅公共機関が処
理する防災に関する事務⼜は業務の実施を助け、かつ、その総合
調整を⾏う責務を有する。

第五条第⼀項
（市町村の責務）
 市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地⽅公共団体として、

当該市町村の地域並びに当該市町村の住⺠の⽣命、⾝体及び財産
を災害から保護するため、関係機関及び他の地⽅公共団体の協⼒
を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及
び法令に基づきこれを実施する責務を有する。

原⼦⼒災害対策特別措置法
第 4 条・第 5 条に基づく国と⾃治体の責務

「災害対策基本法」 抜粋
（最終改正：平成⼆七年五⽉⼆〇⽇法律第⼆⼆号）

※⾚字は当⽅による強調
【参照資料】原⼦⼒災害対策特措法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO156.html
災害対策基本法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO223.html

※⾚字は当⽅による強調

 「避難計画実効性」問題はこうして意外に⼤きな問題に発展
しそうな気配を⾒せています。川内原発の時は、国⺠の理解
がさほど進んでいませんでしたが、今は伊藤⿅児島県知事が

「川内原発同意宣⾔」を⾏ってからほぼ１年が経過します。伊
⽅原発再稼働では、安倍⾃公政権は⼿の込んだ誤魔化しを⾏
います。それが「対策１」です。
 １０⾴表５は、⾸相官邸のサイトから２０１５年１０⽉６
⽇に⾏われた原⼦⼒防災会議での冒頭⾸相発⾔を抜粋したも
のです。安倍⾸相は、愛媛県の中村時広知事をこの⽇の防災
会議に出席させ、内閣総理⼤⾂のお⾔葉を直接賜るという体
裁を取って中村知事の箔付けを⾏おうとしました。
 防災会議で安倍⽒はいいます。「伊⽅地域の避難計画を含め
た緊急時対応について、具体的かつ合理的なものとなってい
るとの報告を（伊⽅地域原⼦⼒防災協議会から）受け･･･これを了
承しました」ところが、避難計画が具体的かつ合理的なもの
となっていることの根拠を⽰すことはできません。根拠とな
る基準や審査過程が存在しないからです。「具体的かつ合理的」
といっているのは⾔葉だけです。⼤体「原⼦⼒災害避難計画」
の実効性を審査する国の⾏政機関も、ましてや「審査基準」
も存在していないのです。従って安倍⾸相の「了承」につい
てもなんら法令上も実質的根拠もありません。防災会議には、
避難計画の実効性審査する権限も、実質的にその機能もない
からです。しかし中村知事は内閣総理⼤⾂から直接に「お墨
付き」を得たとばかりに地元に誇⽰しています。実体のない
ものを実体があるかのように⾒せかける、これは典型的な「騙
し」です。

 同じくこの⽇の原⼦⼒防災会議で安倍⽒は次ようにも発⾔
しています。
 「万が⼀、原発の事故が起きてしまい、災害になってしまう
ような事態が⽣じた場合、国⺠の⽣命、⾝体、財産を守るこ
とは政府の重⼤な責務であり、責任をもって対処してまいり
ます、⾃治体を最⼤限⽀援し、全⼒を尽くすことはもちろん
であります」
 これは、原⼦⼒災害対策特別措置法第４条（国の責務）を
規定した災害対策基本法第三条１項（国の責務）の⽂⾔をほ
ぼなぞって若⼲表現を変えた⾔葉に過ぎません。
 「国は国⼟並びに国⺠の⽣命、⾝体、財産を災害から保護す
る使命を有することに鑑み･･･防災に関し万全の措置を講ずる
責務を有する」（表 6 第三条１項（国の責務）参照）なお、安倍⽒が「⾃
治体を最⼤限⽀援し」といっているのは、原⼦⼒災害対策特
別措置法第４条（国の責務）で使われている⾔葉です。
 法の定めでは国の役割は、⾃治体を指導・⽀援することに
なっており、決して住⺠の⽣命、⾝体、財産の保護に直接的
責任を負ったものではありません。これに対して⾃治体の責
任は「防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを
実施する責務を有する」（同表６第５条１項）のであり、「住⺠の
⽣命、⾝体、財産の保護」に⾃治体が第⼀義的責任を負うとなっ
ています。
 安倍⽒は法律通りの発⾔をしたまでであり、現実に福島第
⼀原発事故でも国は⾃治体に指⽰・⽀援を⾏ったに過ぎず、

直接に責任を負ったのは⾃治体でした。また賠償責任も､国が
負わず事業者である東京電⼒の責任とされています。
 安倍⽒の⾔葉を、「原⼦⼒災害時には国が第⼀義的責任をも
つ」と解釈するのは中村愛媛県知事の⾃由ですが、その解釈
を愛媛県⺠に押しつけることはできません。事実は違うから
です。中村⽒が「国が責任をもつと確約した」というのであ
れば、まず法律を変更してからにすべきでしょう。「裏付けの
ない国の責任」を⼀⼈歩きさせるのも、また「騙し」です。
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だんだん騙されなくなった３０km圏⾃治体

第１章 総 則
第１節 計画の⽬的
 この計画（原⼦⼒災害対策編）は、災害対策基本法（昭和３６年
法律第２２３号）及び原⼦⼒災害対策特別措置法（平成１１年法律
第１５６号。以下「原災法」という。）に基づき、原⼦⼒事業者（東
北電⼒株式会社その他⼥川原⼦⼒発電所に係る事業者をいう。）の原
⼦炉の運転等（原⼦炉の運転、核燃料物質等の貯蔵、使⽤、事業所
外運搬（以下「運搬」という。））により放射性物質⼜は放射線が異
常な⽔準で原⼦⼒発電所外（運搬の場合は輸送容器外）へ放出され
ることによる過酷事故を含む原⼦⼒災害の発⽣及び拡⼤を防⽌し、
原⼦⼒災害の復旧を図るために必要な対策について、県、市町村、
指定地⽅⾏政機関、指定公共機関、指定地⽅公共機関等の防災関係
機関がとるべき措置を定め、総合的かつ計画的な原⼦⼒防災事務⼜
は業務の遂⾏によって、町⺠の⽣命、⾝体及び財産を原⼦⼒災害か
ら保護することを⽬的とする。
 なお、本町は「脱原発宣⾔の町」であり、この計画は⼥川原⼦⼒
発電所の再稼働を容認するものではなく、今後、⼥川原⼦⼒発電所
が完全に廃炉となるまでに発⽣する可能性のある原⼦⼒災害に備え
るためのものである。

宮城県美⾥町地域防災計画（原⼦⼒災害対策編）
より抜粋

表 7

【参照資料】宮城県美⾥町地域防災計画（原⼦⼒災害対策編）３Pより
http://www.town.misato.miyagi.jp/21comment/pdf/H25.03bousaikeikaku_gensiryoku.
pdf

図 5

※⾚線は当⽅による強調

※⾚字は当⽅による強調

 伊藤祐⼀郎⿅児島県知事「川内原発再稼働同意」声明からほ
ぼ１年が経過します。その間、私たち⽇本国⺠も、３０ km 圏
⾃治体住⺠も多くを学びました。安倍⾃公政権が推進する「騙
しの原発再稼働戦略」も輪郭をくっきりさせてきましたし、そ
の分私たちにも「騙し」がはっきり⾒えてくるようになりまし
た。前述のように、「３０km圏⾃治体同意」は原発再稼働の法
的要件です。ただしこの場合「同意」とは、苛酷事故時の⼈為
的放射能放出（ベント）に対して、「避難」することにあらか
じめ「同意」することです。またこの場合「再稼働に同意しない」
と表明しておくことは、「避難しない」と同義になります。ま
た「苛酷事故時の避難計画策定」は⾃治体に課せられた法的義
務ともなっています。つまり有無を⾔わせず「同意」させられ
る仕組みになっているのです。
 この仕組みをくぐり抜ける「知能犯」が存在します。それが
宮城県牡⿅郡⼥川町と⽯巻市にまたがる東北電⼒の⼥川原発
30km圏内⾃治体宮城県美⾥町です。表７は同町が策定した「地
域防災計画（原⼦⼒災害対策編）」からの抜粋です。同町の防
災計画⾃体は内閣府原⼦⼒防災担当が全国⾃治体に配布した
「計画策定マニュアル」を丸写しし、ところどころ固有名詞だ
けを変更した典型的な「丸写し計画書」ですが、「第１節計画
の⽬的」の最後に、次のような「計画策定マニュ
アル」にはない⽂⾔が挿⼊されています。
 「本町は、“脱原発宣⾔の町” であり、この計画
は⼥川原発の再稼働を容認するものではなく、今
後、⼥川原発が完全に廃炉となるまでに発⽣する
可能性のある原⼦⼒災害に備えるためのものであ
る」
 実はこれは堂々たる「避難不同意宣⾔」であり、
避難同意の証拠としての避難計画を、事実上無効
にできる宣⾔です。美⾥町は「⼥川原発の再稼働
を容認しない」の⼀⾔を差し挟むことによって、
避難計画の証拠能⼒を無効にしたばかりか、⼥川
原発の再稼働を法的に不可能にしてしまったので
すから。
 私とすれば「美⾥町⽅式」を全国の３０ｋｍ圏
⾃治体にお薦めしたい気分です。

伊⽅原発再稼働反対の
有志⼋幡浜町市議会報
告
 図５は愛媛県⼋幡浜市の９⽉定例市議会報告で
す。この市議会報告は、⽯崎久次（保守系無所属）、
岩渕治樹（保守系無所属）、遠藤素⼦（⽇本共産党）
の３市議会議員が共同で発⾏しているものです。
原発推進派の⼤城⼋幡浜市⻑が、市議会に隠れて
中村愛媛県知事に「伊⽅原発再稼働同意」を伝え
たことを⾮難する内容になっています。また同議
会が９⽉定例議会で「伊⽅原発 3 号機の早期再稼
働を求める決議」を可決したいきさつも報告して
います。同市議会議員は１６名ですが、なんとこ
の決議案を採決するには時期尚早として退席した
議員が７名もいたというのです。 ＜次⾴へ続く＞
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住⺠投票はいいアイデアです

株式会社シンテック（⼋幡浜市）の電⼒会社向⼯事履歴の⼀部紹介表８

【参照資料】 株式会社シンテック web サイトより http://www.sin-tec.co.jp/kouji1.htm

図 6

H17.01 〜 H17.05
H17.02 〜 H17.03
H17.08 〜 H17.09
H17.09 〜 H18.01

四国電⼒㈱伊⽅発電所向
四国電⼒㈱伊⽅発電所向
北海道電⼒泊発電所（株）泊発電所向
四国電⼒㈱伊⽅発電所向

３号機第８回定期点検⼯事 (ABB 製弁点検⼯事 / 試運転⼯事 )
３号８定検 RCPS 他計装品点検⼯事の内、主給⽔制御弁系システム試験
２号機 第１１回定期点検⼯事 (ABB 製弁点検⼯事 )
２号機 第１８回定期点検⼯事 ( ⼀次系サンプリング配管・弁修繕⼯事 )

四国計測⼯業
ＡＢＢ㈱
㈱ｸﾘﾊﾗﾝﾄ
ＣＣＩ㈱

 退席した議員は前出の３議員の他、⻄⼭⼀規議員（保守系
無所属）、樋⽥都議員（同）、⼭本儀夫議員（同）、⼤⼭政司議員（社
⺠党）の４議員でした。残った９名のうち議⻑は採決に加わ
れませんから、８名でこの決議案を可決してしまったわけで
す。８名は佐々⽊加代⼦議員（公明党）を除けば全員保守系
無所属議員です。
 なかで問題と思われるのは、副議⻑をつとめる新宮康史議
員です。新宮議員は「シンテック」という⼋幡浜市に本社を
置く従業員１８⼈ばかりの会社の社⻑さんでもあります。こ
のシンテックはその⼯事経歴書を⾒ると伊⽅原発を最⼤顧客
の⼀つとしている会社です。表８はシンテックの Web サイ
トから抜粋した表ですが、四国計測⼯業（四電グループ）、ABB（ス
エーデンに本社を置く世界的コングロマリットの⽇本法⼈）、クリハラ
ント（⼤阪に本社を置く電⼒会社を顧客とする建設準⼤⼿）、CCI（岐
⾩県関市に本社を置く防⾳排⽔管などのメーカー）などを直接の発注

＜前⾴より続き＞ 先にして伊⽅原発で仕事をしています。つまり新宮議員にとっ
ては伊⽅原発再稼働は、エネルギー問題や安全問題以前に経
済的死活問題なのです。
 こうした議員が冷静・客観的に伊⽅再稼働問題を判断でき
るはずがありません。直接の利害関係者なのですから。

 ⼋幡浜市は伊⽅原発のある佐⽥岬ののど元に位置する観光
都市・港町であり、ここでの動向は３０ｋｍ圏⾃治体に⼤き
な影響⼒を持ちます。市議会議員の半数は再稼働反対、市⺠
の８割は再稼働反対と⾒られていますが、実際には⼤城市⻑
は賛成派、議員の中にも新宮議員のように死活問題の議員も
いて、市⺠全体の意思が市当局や議会に反映していないのが
実情ですが、再稼働機運が⾼まるにつれ、議員さんや市⺠の

中には真剣にこの問題と向き合う⼈たちが増えま
した。つまり時間の経過とともに学習が進んで
いったのです。学習が進むにつれてこれは⼤変な
事態になっていると認識され、反対の市⺠が増加
しつつあるのが現状です。つまり真剣なのです。
中村知事が県内３０ km 圏⾃治体の中で、⼋幡浜
市で説明会を開催しなかった理由でもあります。
（他に⼭⼝県上関町が伊⽅ 30km 圏⾃治体となります）

 そうした中で、前出３議員は住⺠投票で、伊⽅
原発再稼働の是⾮を決めるべきと市⺠に提案して
います。それが図６です。
 中で、⼤城市⻑が中村知事に「伊⽅原発再稼働
同意」を伝えた⼿法は詐欺的であることを指摘
し、「広く住⺠投票を求める署名活動を求めるこ
とになりました」と述べ、「⼋幡浜市の主⼈公は、
⼋幡浜市⺠です。わずか５９名の意⾒（⼤城市⻑が
意⾒を聞いたという市内の “有識者” ５９名のこと）で、
市⺠の声としていいのでしょうか。市⺠置き去り
は許されません」と結んでいます。

 「市⺠置き去りは許されません」は結構ポイン
トを突いた指摘です。というのは「安倍政権、騙
しの再稼働戦略」は、「国⺠置き去り」を最⼤特
徴とするからです。「騙し」は置き去りを正当化
するために使われています。その意味では“騙し”
に気がつくことがまず第⼀歩でしょう。

 ｢住⺠投票で再稼働への意思表⽰を決める｣―私
はいいアイディアだと思います。宮城県美⾥町の
「不同意宣⾔」⼊りの「原⼦⼒防災計画」ととも
に⼤いに学ぶべきだと思います。

※⾚線は当⽅による強調
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苛酷事故時、避難のリスクを冒してまで四国に原発は
必要なのか？
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2015/8/7
2015/8/7
2015/8/7
2015/8/7
2015/8/7
2015/8/7
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2015/8/8
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2012/8/7
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2012/8/7
2012/8/7
2012/8/7
2012/8/7
2012/8/7
2012/8/7
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2012/8/7
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2012/8/8
2012/8/8
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【参照資料】四国電⼒ web サイトより「過去の使⽤状況データ」
http://www.yonden.co.jp/denkiyoho/download.html

2012 年使⽤状況 2015 年使⽤状況

四国電⼒ピーク電⼒需要

年⽉⽇ 時間 需要（万 kW）需要（万 kW）年⽉⽇ 時間

表９ 四国管内の主な発電設備
発電所名 種 別 発電能⼒ 所在地 所有企業

壬⽣川⽕⼒発電所
新居浜⻄⽕⼒発電所
新居浜東⽕⼒発電所
住友共同電⼒ ⽔⼒発電設備
⼤王製紙三島⼯場
⼟佐発電所
橘湾発電所
電源開発

⽕⼒（⽯炭など）
⽕⼒（⽯炭など）
⽕⼒（⽯炭など）

⽕⼒（⽯炭など）
⽕⼒（⽯炭）
⽕⼒（⽯炭）
⽔⼒発電設備

25 
30 

3 
8 

50 
16.7 
210 

18.7 
361.4 

万 kW

万 kW

万 kW

万 kW

万 kW

万 kW

万 kW

万 kW

万 kW

⻄条市
新居浜市
新居浜市
愛媛・⾼知に 4 か所
四国中央市
⾼知市
阿南市
⾼知に 4 か所

住友共同電⼒
住友共同電⼒
住友共同電⼒

⼤王製紙
太平洋セメント、電源開発
電源開発

⾮四国電⼒発電設備 計

坂出発電所
橘湾発電所
阿南発電所
⻄条発電所
伊⽅発電所
四国電⼒ ⽔⼒発電設備 計 
四国電⼒発電設備 計
四国電⼒発電設備（原⼦⼒除く）計
四国電⼒管内主要発電設備   計
四国管内設備（原⼦⼒除）      計

⽕⼒（⽯油・天然ガス）
⽕⼒（⽯炭）
⽕⼒（⽯油）
⽕⼒（⽯炭・⽯油）
原⼦⼒

坂出市
阿南市
阿南市
⻄条市
伊⽅町
⾼知・愛媛・徳島に 58 か所

四国電⼒
四国電⼒
四国電⼒
四国電⼒
四国電⼒

144.6 
70 

124.5 
40.6 

202.2 
115.0 

696.9 
494.7 

1,058.3 
856.1 

万 kW

万 kW

万 kW

万 kW

万 kW

万 kW

万 kW

万 kW

万 kW

万 kW

（四国電⼒＋⾮四国電⼒）

（四国電⼒＋⾮四国電⼒）

表 10

【参照資料】四国電⼒有価証券報告書、電源開発会社概況書など

 ここで根幹的な問題に⽬を向けておきたいと思います。政
府・経産省、安倍政権は⽇本の電⼒の安定供給のためには原
発は必要だといいます。また原発はコストの安い発電⼿段で
あり、原発なしでは⽇本の電⼒料⾦は上がってしまうともい
います。また新聞などマスコミもこの説を概ね肯定し、国⺠
に宣伝しています。
 この説は四国についても当てはまるのか？という疑問で
す。⼀⽅で現在の原⼦⼒規制委員会の規制基準は、「原発は
苛酷事故を起こすもの」が前提となって成⽴しており、苛酷
事故時の避難すら３０ km 圏⾃治体に義務づけているほどで
す。これら疑問と事実関係は、すぐに原発は、苛酷事故や避
難（放射能災害では “避難” は⾔葉の綾で、実体は移住です）を覚悟
してまで稼働させなければならないものか、という疑問を誰
に対しても⽣じさせます。
 ２０１２年は福島原発事故の翌年でした。その年四国電⼒
が記録したピーク電⼒需要は８⽉７⽇の１３時から１５時の
間の５２６万 kW でした。（表９「2012 年使⽤状況」参照）それ
から３年後の２０１５年のピーク電⼒需要は同じく８⽉７⽇
の１６時から１７時の５１１万ｋWでした。⼤きくは下がっ
ていないのです。マスコミの「節電が進んだ」という宣伝に
もかかわらず、⼤⼝需要家の「四電離れ」が進んだ結果と⾒
るべきでしょう。ピーク時需要は１⽇中その電⼒が消費され
ているのではなく、ある⼀瞬のピークの時の需要です。１⽇
の⼤半、１年の⼤半は表９に⾒られるように、４００万ｋW
台とか３００万ｋW 台とか夜中の２００万ｋW 台の需要が
続きます。つまり電⼒会社は、そのピーク需要のために発電
設備を維持しているのです。
 マスコミを通じて絶えず流される「誤解」は、これは四国
管内に限りませんが、「四国では四国電⼒しか発電していな
い」という誤解です。（これは「誤解」というより意図的なデマといっ
た⽅があたっているかも知れません）

 四国電⼒は表１０に⾒られるように、合計約７００万 kW
の発電設備をもっています。そのうち２０２万ｋW が伊⽅
原発の設備ですから、伊⽅が稼働していない状況ではその発
電設備は約５００万ｋW でしかありません。仮に５００万
ｋW がフル稼働しても、今年８⽉７⽇のピーク需要は賄い
きれません。送電ロスなどを考えれば、実際に供給できる最
⼤電⼒は４７０〜４８０万ｋW が最⼤でしょう。つまりこ
の⽇四国電⼒管内は⼤停電になったことでしょう。実際には
そうなりませんでした。他社から電⼒を買って供給している
からです。四国には四電以外に発電設備をもっている会社が
あるのです。それを⽰すのが表１０です。なおこの表には太
陽光発電設備などは⼀切含んでいません。後でも⾒ますが四
電は新エネルギー電⼒を総販売量の５％近く買っていますの
で、新エネ発電も「他社電⼒」として⼤きなセグメントになっ
ていると推測されますが、それはこの表には含まれていませ
ん。
 中で最⼤の供給元は電源開発の橘湾発電所２１０万ｋW、
⼟佐発電所１６．７万ｋW、それに電源開発の⽔⼒発電所合
計１８．７万ｋW でしょう。住友の別⼦銅⼭に淵源をもつ
住友共同⽕⼒の合計６６万ｋW は、四国に散らばる住友グ
ループ企業に対して電⼒供給を⾏うかたわら、四国電⼒にも
電⼒供給を⾏っています。エリエールの⼤王製紙三島⼯場も
５０万ｋW の発電設備をもっていますが、設備が⽼朽化し
ており、供給コストも⾼いので、実際には四国電⼒は⼤王製
紙に依存していません。
 しかし、こうした主な⾮四国電⼒発電設備は合計約３６０
万ｋW もあり、四国管内には、主な発電所だけで、伊⽅原
発を除いても約８５０万ｋW の発電設備があり８⽉７⽇の
ピーク時需要５１１万ｋW などは楽々と乗り切れるわけで
す。
 これに伊⽅を加えれば１０００万ｋW を優に超える発電
設備となり、四国は電⼒過剰供給地帯となります。リスクを
冒してまで伊⽅を再稼働させる合理的理由はないのです。



単位は百万 kWh

 四国電⼒が供給する電⼒は全て⾃社で発電しているわけで
はありません。「伊⽅原発が動かなければ四国の電⼒需給は逼
迫する」、「どこか⽕⼒発電所が⼀カ所故障を起こせば供給が
⾜りなくなり」、「綱渡り状態が続く」などといったマスコミ
が宣伝する話は全てデマだ、という点は、「四国電⼒の総電⼒
供給量と発電量」の表１１からも裏付けられます。

 ２０１４年度（２０１４年４⽉〜２０１５年の３⽉の１２ヶ⽉間。
四国電⼒の決算期では第９１期）､四国電⼒は３０２億６６００万
kWh（キロワットアワー）の電⼒を供給しました。そのうち⾃社
発電による電⼒は、１９３億５０００万ｋWh で、全体供給
量の約６４％に相当します。⼀⽅で他社から購⼊した電⼒量
は１０９億１６００万ｋWh で全体供給量の約３６％に相当
します。つまり四国電⼒は、総供給量の１／３強を他社購⼊
に依存しているのです。この場合他社購⼊は、他電⼒会社か
らの購⼊電⼒のことを指しているのではありません。（電⼒業
界の⽤語で電⼒会社同⼠の電⼒のやりとりを融通電⼒といっていますの
で、私もその⾔い⽅にならいます）つまり融通電⼒の購⼊は極特殊
な場合を除けばほぼゼロです。
 「電⼒需給逼迫解消の決め⼿は融通電⼒のやりとりにある」
というマスコミの宣伝がいかにデタラ
メかがおわかりいただけると思いま
す。
 ここでおかしいな、と思われた⽅も
多いかと思います。というのは、伊⽅
原発を除いた四国電⼒の発電能⼒は約
５００万ｋW あり、夏のピーク時⼀瞬
では⾜りなくなるものの、そのピーク
時を除けば、ほぼ⾃社発電設備で賄え
るのに、なぜこれほど他社発電電⼒に
⼤きく依存しているのだろう？、と。
 その答えは、１ｋWh 当たりの発電
コストにあります。２０１４年度四国
電⼒が発電する⽕⼒発電の１ｋWh あ
たりの直接発電コスト（間接費や電源開
発促進税といったコストを除く）は、１
kWh あたり１０．６７円でした。これ
でも前年の１６円〜１７円から⾒ると
⼤幅なコストダウンです。⼤きな理由
は世界的なエネルギーコストの下落（暴
落といってもいいと思います。世界的に投機
資⾦が⼀⻫に株と債券に流れたのです）にあ
ります。また四国電⼒⾃⾝も、阿南や
⻄条発電所のような旧態依然たる⽯油
に依存するコスト⾼の発電所に対する
依存を避け、橘湾発電所のような低コ
スト⽯炭⽕⼒発電にシフトしていった
ことも⼤きな要因です。

  しかしそれでも、他社購⼊電⼒の
⽅が安いのです。たとえば、他社購⼊
のうち最⼤の供給元である電源開発
は、２０１４年度１ｋWh あたり平均
８円で電⼒会社に販売しています。
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四国電⼒が供給する電⼒は全て⾃社で発電しているわけで

四国電⼒は供給量の１／３強を他社発電に依存している

四国電⼒の総電⼒供給量と発電量表 11

⽔⼒
⽕⼒
原⼦⼒
新エネルギー
 合 計
⽔⼒
⽕⼒
原⼦⼒
新エネルギー
 合 計

2,324 
17,014 

－
12 

19,350 
1,171 
8,210 

－
1,535 

10,916 
30,266 
-2,718 

27,548 

7.68%
56.21%

－
0.04%

63.93%
3.87%

27.13%
－

5.07%
36.07%

100.00%
-8.98%

91.02%

⾃社発電量

他社購⼊量

総供給量
損失電⼒
実質総供給量

※⽐率は総供給量に対する割合
※２／３弱を⾃社発電、１／３強を他社購⼊で賄っている
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四国電⼒
販売電⼒量・販売単価

＊電⼒量の単位百万 kWh
＊電⼒売上の単位百万円
＊電⼒単価の単位は 1kWh 当たり円

販売電⼒量 
家庭・⼩⼝

⼤⼝
融通販売他

合計
販売電⼒売上

家庭・⼩⼝
⼤⼝

融通販売他
合計

販売電⼒単価
家庭・⼩⼝

⼤⼝
融通販売他

全体

第 91 期 対前年⽐ 第 90 期

9,328 
17,154 
1,155 

27,637 

213,345 
301,724 
15,593 

530,662 

22.87 
17.59 
13.50 
19.20 

-4.9%
-2.5%
0.5%

-2.9%

0.3%
4.1%

-4.1%
2.3%

4.4%
6.8%

-4.6%
5.3%

9,707 
17,594 
1,149 

28,462 

212,707 
289,841 
16,260 

518,807 

21.91 
16.47 
14.15 
18.23 

※「家庭・⼩⼝」は電灯販売
※「⼤⼝」は電⼒販売
※｢融通販売他」の販売先はほとんど関⻄電⼒と思われる

【参照資料】同社有価証券報告書 10p
※第 91 期は 15 年 3 ⽉期、第 90 期は 14 年 3 ⽉期 

表 12

前年度は平均約９円でしたから、約１円の値下げを電⼒会社
から要求されたことになります。
 つまり⾃社で発電するより電源開発や⼟佐発電所など他社
から購⼊した⽅が安い場合が多いのです。ですから⾃社設備
を遊ばせても他社購⼊に依存することになり、前述のように
総供給電⼒のうち約１／３強を他社購⼊に依存する結果とな
るのです。
 ここで注⽬を引くのは「新エネルギー電⼒」他社購⼊の割
合が⼤幅に増えていることです。四国電⼒⾃⾝は、発電コス
トの⾼い新エネルギー（その中⼼は太陽光発電です）をほとんど
⼿がけていません。それに対して他社購⼊は１５億３５００
万ｋWh と総供給量の約５％を購⼊するようになっていま
す。後でも⾒ますがこれが四電に新たな収⼊をもたらしてい
るのです。
 「伊⽅原発が動かなければ、電⼒需給は逼迫し現在綱渡り状
態」などというマスコミの宣伝がいかに嘘っぱちかがおわか
りいただけると思います。

電⼒料⾦値上げで
販売電⼒量の落ち込み
をカバー
 表１２に⾒られるように、２０１４
年度四国電⼒は電⼒売り上げを５３０
７億円と対前年から約２．３％改善さ
せました。（表１２「販売電⼒売上」参照）
その理由は後で⾒ることにして、販売
電⼒量はどうかというと、逆に約３％
も落ちこんでいます。（表１２「販売電⼒
量」参照）中でも⼀般家庭・⼩⼝顧客（四
電の分類では「電灯」顧客）の落ち込み約
５％が⽬⽴ちます。唯⼀融通電⼒販売
が増加していますが、これはほぼ関⻄
電⼒への販売です。域内市場の⼩さい
四国電⼒にとって、関⻄電⼒に電気を
買ってもらって経営を維持する、とい
う体質があります。
 それに伴い客販売単価も上がりまし
た。これには２０１３年７⽉と９⽉に
実施した料⾦値上げが⼤きく寄与して
います。
 ２０１４年度⼀般家庭・⼩⼝顧客に
対する販売単価は１ｋWh あたり２
２．８７円と４．４％も上がりました
し、⼤⼝顧客には１７．５９円と平均
６．８％も上がっています。逆に関⻄
電⼒への販売（融通販売）は、買っても
らっている⼿前、４．６％も値下げし
ています。
 しかし全体としてみれば、１kWh あ
たり１９．２０円と前年から平均５．
３％も販売単価を上げており、販売電
⼒量の落ち込みを、単価の値上げでカ
バーしているのが現状です。



す。マスコミは「伊⽅原発が再稼働しないので四電は依然と
して⾚字」と報じました。
 ところが表１３の四国電⼒単独の決算を⾒ると、９０期は
すでに２８０億円の⿊字が出ています。この年電⼒事業⾃体
はすでに⿊字だったのです。それではなぜ連結では⾚字に
なったかというと、四電グループの建設・エンジニアリング
⼦会社が３００億円以上の⼤⾚字を⾷らっていたので、連結
にすると⾚字になってしまったということです。本体の電⼒
事業はすでに⿊字だが、建設エンジニアリングが⾚字だった
ので連結では⾚字になってしまい、マスコミはこれを伊⽅原
発が再稼働しなかったため、と報じたわけです。（このマスコ
ミ報道を真に受けた⼈も多いと思います）

 ９１期は、先にもみたように世界的なエネルギー価格の下
落、また料⾦値上げ効果が通期で寄与したこともあって楽々
と⿊字決算にすることができました。またよく⾒てみると再
⽣エネルギー（新エネルギー）の購⼊が⼤幅に増えたことも経
営改善につながっています。表１５の【営業収⼊】の「再エ
ネ特措法交付⾦」が前年の２３１億円から３９４億円と１６
３億円も増えています。再⽣エネルギーは依然として⾼コス
トの発電⼿段で、これを電⼒会社に購⼊させることを⽬的と
した再エネ特措法が存在しますが、再エネ特措法では、⾼い
コストの再⽣エネルギー電⼒を販売して⽣ずる⾚字を政府が
補填することになっています。それが再エネ特措法交付⾦で
す。電⼒会社は再エネ特措法に基づいて再⽣エネルギー促進
のための費⽤を電⼒料⾦に賦加して⼀般顧客から徴収して政
府に納めています。それが再エネ特措法納付⾦です。（表１５
【営業費⽤】の「再エネ特措法納付⾦」の項参照）

 ９１期は納付⾦（払う⾦）が１６９億円と前年の８５億円
から跳ね上がっていますが、その分交
付⾦（もらう⾦）も３９４億円に跳ね上
がっています。こういうことです。太
陽光発電などの⾼コスト電⼒を扱うこ
とで、１６９億円を⽀払って、３９４
億円をもらう、というボロい商売が再
⽣エネルギービジネスなのです。財源
はもちろん私たちが⽀払う電気料⾦請
求書の中に含めてあるお⾦です。

 こうして伊⽅原発再稼働なしでも四
電は楽に⿊字を達成しています。とこ
ろでもし、四電が伊⽅原発をもってい
なかったらと考えて⾒てください。【営
業費⽤】の項⽬を⾒ると、原⼦⼒発電
費が９０期には５９５億円、９１期に
は６４２億円です。「はて？この期には
原発の電気は１ kWh もなかった筈だ
が」そうです。「発電費」とはあります
が、原発の発電はゼロですから、これ
は全て維持費なのです。もしこの⾦額
がなければ、四国電⼒は⼤幅⿊字、料
⾦値上げの必要もありませんでした。
伊⽅原発が経営の⾜を引っ張っている
のです。
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す マスコミは「伊⽅原発が再稼働しな

原発なしで⿊字転換、原発なければもっと⿊字

四国電⼒
経営指標（単独） 直近３期

表 13

（単位：億円 四捨五⼊）

売上⾼
経常損益
純損益
資本⾦
純資産額
総資産額
⾃⼰資本⽐率

第 91 期
15 年 3 ⽉期

第 90 期
14 年 3 ⽉期

第 89 期
13 年 3 ⽉期

5,945
194
93

1,456
2,766

13,387
20.7%

5,665
▲ 81

280
1,456
2,685

13,345
20.1%

5,023
▲ 462
▲ 462
1,456
2,378

13,188
18.0%

【参照資料】九州電⼒第 91 期有価証券報告書 3p

※１販売電⼒量は減少したが、2014 年に実施した値上げが⼤き
く寄与

※２再⽣可能エネルギー固定買い取り制度の賦課⾦⼤幅増収
※３エネルギー費⽤負担調整機関からの交付⾦増加
※４⽕⼒発電単価、⽕⼒発電⼒買い取り単価の減少で費⽤減
※５第 90 期は単独では 280 億円の⿊字だが連結では 33 億円の

⾚字。これは電⼒事業以外での⼤幅⾚字と思われる。 

四国電⼒
経営指標（連結） 直近３期

表 14

（単位：億円 四捨五⼊）

売上⾼
経常損益
純損益
資本⾦
純資産額
総資産額

第 91 期
15 年 3 ⽉期

第 90 期
14 年 3 ⽉期

第 89 期
13 年 3 ⽉期

6,643
245
103
243

3,009
140,112

6,363
▲ 174
▲ 33
▲ 6

2,874
13,973

5,618
▲ 570
▲ 429
▲ 354
2,852

13,854

【参照資料】九州電⼒第 91 期有価証券報告書 2p

※１第 90 期の純損は電⼒事業以外のセグメントで⽣じた
※２連結での売り上げは電⼒事業以外で約 600 億円

四国電⼒（単独） 損益計算書表 15
単位：億円（四捨五⼊）

営業収⼊
 電気事業収⼊
  電灯料収⼊
  電⼒量収⼊
  融通販売
  他社販売
  託送収⼊
  事業者間 精算収⼊
  再エネ特措法交付⾦
  雑収⼊等
 付帯事業収⼊

第 90 期 第 91 期
5,665
5,523
2,127
2,898

78
85
30
23

231
51

142

5,945
5,802
2,133
3,017

90
65
33
23

394
46

144

営業外損益
 営業外収⼊
 営業外費⽤
  ⽀払利息
経常損益
渇⽔準備⾦取崩
渇⽔準備⾦引当
特別利益
税引き前純損益
法⼈税･住⺠性・事業税
法⼈税等調整額
法⼈税等合計
当期純損益

-40
61

102
99

-81
-13

-
342
274
-17
12
-6

280

217
80

102
99

194
-

16
-

178
-2
86
86
93

営業費⽤  
 電気事業費⽤ 
  ⽔⼒発電費
  ⽕⼒発電費
  原⼦⼒発電費
  新エネ等発電費
  融通購⼊
  他社購⼊
  送電費
  変電費
  配電費
  販売費
  ⼀般管理費等
  再エネ特措法納付⾦
  電源開発促進税
  事業税
  電⼒費振替勘定
 付帯事業費⽤

5,706
5,574

120
2,803

595
1
6

1,096
325
148
467
190
301
85

102
57
-3

132

5,729
5,600

123
1,815

642
2
5

1,248
302
159
507
195
276
169
100
57
-3

132
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 それでは四国電⼒直近３期の経営指標を⾒ておきましょ
う。
 表１４が直近３期の四国電⼒連結経営指標です。（連結決算
とは四国電⼒が⽀配権をもつ⼦会社群グループと四国電⼒本体を⼀緒に
して決算する⽅法です）

 ８９期は急激な円安と世界的なエネルギー価格の急騰のた
めに、⽯油・重油、⾼価格 LNG 依存体質の旧態依然たる⽇
本の電⼒会社は直撃を受け、いずれも⾚字経営でした。⽇銀
に超⾦融緩和政策をとらせ、急激な円安を招いた張本⼈であ
る安倍晋三⽒が、「原発が稼働しないため、電⼒会社の⽕⼒
発電コストが嵩み⾚字経営になっている。これは国富の流失
である」と述べたのもこのころです。同時に電⼒の⾃由化（そ
れは電⼒業界のグローバル市場化）に耐えられる経営体質をもっ
た電⼒企業は、電源開発と中部電⼒くらいなもので後の電⼒
会社はグローバル化に耐えられないことも露呈しました。

 四国電⼒もこ
の年⼤⾚字でし
た。翌年９０期
は、エネルギー
価 格 も 落 ち 着
き、この年早々
と料⾦値上げの
効果もあって四
国電⼒の経営は
⼤幅に改善しま
した。連結での
純損は３３億円
で収まったので



11 株主及びグループ計

伊⽅原⼦⼒発電所

上関原発
（建設計画中）

広島
廿⽇市

松⼭

島根原⼦⼒発電所

呉

16

四国電⼒ ( 単独）の資産の内訳表 16
単位は億円（四捨五⼊）

固定資産
⽔⼒発電設備
⽕⼒発電設備
原⼦⼒発電設備
送電設備
変電設備
配電設備
その他の固定資産
建設仮勘定及び除却仮勘定
加⼯中等核燃料
⻑期投資
使⽤済核燃料再処理積⽴⾦
繰延税⾦資産
退職給付に係わる資産
その他

14 年 3 ⽉末 15 年 3 ⽉末 ⽐率

643
746

1,048
1,513

867
2,053
1,208

321
1,396

568
1,105

419
221
362

634
670

1,039
1,453

850
2,049
1,165

467
1,415

718
1,045

378
137
310

4.52%
4.78%
7.42%

10.37%
6.07%

14.62%
8.31%
3.33%

10.10%
5.12%
7.46%
2.70%
0.98%
2.21%

流動資産
現⾦及び預⾦
受取⼿形及売掛⾦
棚卸資産
繰延税⾦資産
その他
貸倒引当⾦

111
640
393
118
272
-29

348
743
350
74

199
-28

2.48%
5.30%
2.50%
0.53%
1.42%

-0.20%

総資産計 13,973 14,012

表 17 四国電⼒ 主要株主 (2015 年 3 ⽉ 31 ⽇現在）

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

⾃社保有株式
伊予銀⾏
百⼗四銀⾏
⽇本⽣命
住友共同電⼒
⾼知県
⽇本マスタートラスト信託銀⾏
四国電⼒従業員持株会
明治安⽥⽣命
⽇本トラスティ・サービス信託銀⾏
四国銀⾏

株主名 所在地 持株⽐率
―
松⼭市
⾼松市
東京
新居浜市
⾼知市
東京
⾼松市
東京
東京
⾼知市

6.95%
3.97%
3.97%
3.32%
3.17%
2.79%
2.54%
1.99%
1.79%
1.58%
1.23%

11 株主計 33.30%
四電グループ保有株式

四電⼯
四電エンジニアリング
四国計測⼯業
四電ビジネス

⾼松市
⾼松市
多度津町
⾼松市

0.79%
0.39%
0.09%
0.01%

34.58%
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原発やめたくてもやめられない事情
⾦融機関と政府にがんじがらめにされて
 これまで⾒てきたように原発は電⼒会社にとっては重い⾜
枷になっています。今回チラシでは詳しく扱えませんが「原
発の電気は安い」などとする話もデマの類いです。電源開発
の有価証券報告書で⾒る限り、⽯炭⽕⼒の直接発電コストは
１ｋWh 当たり平均７円で推移しています。経産省は無理な
仮定を幾重にも重ねて２０２０年あたりの原発コストは平均
９円、いや１０円だといった試算を発表していますが、そん
な将来のコストを⾒るより、現実のコストを算出してみれば
いいのです。現在発⽣しているコスト、特に⾼レベル放射性
廃棄物処分費を将来コストに先送りし、また原⼦炉廃炉費⽤
を過⼩評価した上で将来に先送りして現実に安く⾒せかけて
いるだけです。

 四国電⼒だけをとってみても、もし原発がなければ、料⾦
値上げもせずに楽々⿊字経営であることは前述の通りです。
 しかし今の四国電⼒に即原発廃炉を決定する経営体⼒は
いったいあるのでしょうか？結論からいって四国電⼒は、原
発ビジネスの毒に⾻まで冒されており、とても原発ビジネス
から撤退する経営体⼒はありません。
 １５⾴表１４は連結ベースの四国電⼒経営指標です。直近
９１期末の純資産は、若⼲回復し３００９億円と３０００億
円台を回復しました。９１期の⿊字が貢献しています。
 表１６は、今度は四国電⼒単独の総資産の内訳表です。最
⼤の癌は、「加⼯中等核燃料」です。これは要するに使⽤済
核燃料です。なぜ「加⼯中」なのかというと、使⽤済核燃料
を⻘森県の六ヶ所村にある⽇本原燃の再処理⼯場に送ってそ
こから燃料プルトニウムを取り出す、その「加⼯中」だから
という建前からです。しかし使⽤済核燃料は核のゴミです。
資産価値はありません。経産省の「電⼒会社会計処理規則」
で資産計上しなさいと指⽰しているから核のゴミを資産計上
しているだけです。いわば経産省公認の粉飾決算です。しか
しそれも「原発ビジネス」を継続するから成⽴するフィクショ
ンで、原発ビジネスを辞めればこのフィクションすら成⽴し
ません。粉飾決算の｢加⼯中等核燃料｣１４１５億円は、その
粉飾すら維持できなくなりただのゼロ価値にもどります。ゼ
ロ価値になれば損⾦処理しなければなりません。財源は純資
産しかありません。引き算すると１５９４億円しか純資産は
残りません。そればかりではありません。この核のゴミを処
理する費⽤はどこからも出てきません。核のゴミは⾼レベル
廃棄物ですから、地層処分しなければなりませんが、候補地
すら決まっていない状況では、地層処分全体にかかる費⽤⾒
積もりすらできない状況です。四国電⼒にいくらの請求書が
回ってくるか皆⽬⾒当がつきませんが、数千億円レベル以下
でないことは確かでしょう。１５９４億円の純資産では到底
追いつきません。

 そればかりではありません。原⼦⼒発電設備１０３９億円
もゼロ資産です｡経産省は廃炉が決定した原⼦⼒施設はいっ
たん資産価値がありとして、損⾦処理にしない救済措置を２
０１５年３⽉から省令で施⾏しましたが、実際に電⼒⾃由化
が始まってもこの制度が有効に機能するかどうかは誰にもわ
かりません。
 さらに廃炉費⽤（解体費⽤）の積み⽴て不⾜分があります。
いくら不⾜しているのか、実際廃炉にしてみないとわかりま
せん。今の四国電⼒の経営体⼒では、倒産覚悟でない限り原
発ビジネスと絶縁する事はできないのです。こうして現在３
号機の規制基準対応対策費で数百億円レベルの出費をしてお
り（この⼀部分は【固定資産】の｢建設仮勘定｣の中に含まれています）、
また原発ビジネスを継続する限り、１５⾴表６で⾒たように
全く稼働していなくても毎年６００億円レベルの出費を続け
る事になります。原発ビジネスを継続する限り四国電⼒は健
全な企業体にはならないのです。かといって原発ビジネスと
絶縁することもできません。四電のような会社いったん潰し
てしまって四国に新たな健全な公共電⼒事業会社を設⽴した
⽅がいいと私などは思うのですが。


